
令和５年度
都筑区自立支援協議会 代表者会議
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都筑区自立支援協議会
について



• 関係機関等が相互の連絡を図ることで

• 地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を
共有する

• 関係機関等の連携の緊密化を図る

• 地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3

自立支援協議会とは
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運営ガイドライン
P2-3



ブロックごとに情報及び課題の共有

本体会議
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ブロック連絡会

区自立支援協議会
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運営ガイドライン
P７



• 平成６年、港北区・緑区の再編により青葉区と同時に誕生

• 横浜市の北部に位置し、川崎市に隣接

• 港北ニュータウンの中心

• 基礎情報 ※令和４年１月時点

人口 214,8８６人
世帯数 8７,3３０世帯
面積 27.87k㎡

都筑区の概況
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• 産業が盛ん…バランス取れた昼夜間人口、区内で雇用創出

• 人口増加が続いている

• 子ども・子育て世帯が多い

• 高齢化のスピードが速い…ニュータウン入居の世代が一斉に

• 転入者が多い⇔自治会町内会の加入率が低い

都筑区の特徴

地域のつながりを創ることが大事 5



障害者手帳所持者数 ※令和４年度末時点

• 身体障害者手帳 4,3９５人
△８人

• 療育手帳（愛の手帳） 1,8６４人
△５６人

• 精神保健福祉手帳 1,５６０人
△１５７人

都筑区の障害福祉の状況

入所施設 1か所

グループホーム ８６か所 △

短期入所施設 ３か所

日中活動事業所 ４４か所 △

児童通所支援事業所 ６１か所 △

横浜市多機能型拠点 1か所

有床の精神科病院 1か所

地域ケアプラザ ６か所 △

生活支援センター 1か所

障害者地域活動ホーム 1か所
６

※令和４年４月１日時点
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都筑区自立支援協議会とは

誰もが抱く「この地域で暮らしたい」「仲間が
ほしい」「自立したい」といった様々な思いや、
地域で生活する上で生じる悩みごとや困り
ごとを共有共感し、皆で知恵を出し合うこと
で、一つ一つ実現、解決していくのが都筑区
自立支援協議会です

都筑区自立支援協議会ホームページより 8



困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信

地域の関係機関によるネットワーク構築

困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

地域の社会資源の開発、改善

構成員の資質向上の場として活用

権利擁護に関する取り組みを展開する

地域自立支援協議会の機能

情報機能

調整機能

開発機能

教育機能

権利擁護機能

評価機能 個々の相談支援過程、地域の機関・施設・集団等、

制度や施策に関して、評価や提言を行うシステムの構築

９

運営ガイドライン
P4
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会議の名称 協議内容 めざす方向 主な構成員

代表者会議
関係団体や専門部会の長などが集ま
り、協議会の運営状況を共有するた
めの会議

区域の障害者支援の方向性を関係機
関で共有し、各機関で方向性がずれ
ないようにする。 担当者が各会議へ
円滑に参画できるようにする

専門部会の代表者及び以下の機関の
代表者 ※福祉・保健・医療・教育・就
労機関、民生委員・児童委員、当事者
団体及び家族会、区役所、法人型地域
活動ホーム、精神障害者生活支援セ
ンターなど

全体会
協議会の構成員が集まり、交流や研
修、協議会の取り組みの共有、地域課
題の共有などを行う会議

顔の見える関係づくり、協議会の取り
組みや区域の地域課題への共通認識
をはかる

協議会の構成員

担当者会議
専門部会からの報告や課題提起を共
有し、区としての協議会の運営を統括
する会議

区域の課題を共有・整理し、区域で取
組む内容を確認する

各種専門部会の代表者、地域の障害
福祉に係る機関、区役所、基幹相談支
援センター、精神障害者生活支援セン
ターなど

専門部会
障害福祉サービスごとや障害種別ご
とで構成される主に情報共有や課題
抽出を目的とした会

目的に沿った関係者で集まり、関係
性づくりや情報共有、課題の抽出を
はかる

専門部会のテーマに係る関係者

事務局会議
協議会全体の進行状況や課題につい
て把握し、進行管理をする会議

協議会全体の進行管理や関係者への
情報提供方法などについて整理する

区域の障害福祉体制を検討する上で
必要な機関



都筑区自立支援協議会

都筑区

居宅・移動支援部会

重心ネットワーク部会グループホーム部会

進路部会

精神部会

計画相談部会こども支援部会

横浜市自立支援協議会北部ブロック連絡会

全体会

①さまざまな個別ケース
の状況を把握

事務局会議

担当者会議

②事務局で
課題として集約

③担当者会議で
共有・取組の検討

④活動に
反映させる

⑤個別事例から
地域課題へ

令和５年度 都筑区自立支援協議会 組織体制イメージ図

地域

つづきまるっとプロジェクト

代表者会議

抽出会議

相談支援
部会

①さまざまな
個別の相談支援
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